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各 地 方 運 輸 局 長 殿
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（ 公 印 省 略 ）

一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上限の認可に

関する処理方針の一部改正について

「一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上限の認可に関する処理

方針」（平成１３年１２月５日付国自旅第１１６号）の一部を別紙新旧対照表

のとおり改正したので、事務処理上、遺漏のないよう取り計らわれたい。

なお、本件については、公益社団法人日本バス協会会長あて別添のとおり

通知したので申し添える。

別　添
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別紙

一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上限の認可に関する処理方針（平成 13 年 12 月 5 日付国自旅第 116 号）の一部改正案 新旧対照表

改 正 現 行

第７ その他 第７ その他

１～４ （略） １～４ （略）

５ 実施時期等 ５ 実施時期等

本処理方針は、令和３年12月28日以降に申請を受け付けたものから適用 本処理方針は、平成22年10月8日以降に申請を受け付けたものから適用す

する。 る。

（別紙２）一般乗合旅客自動車運送事業の運賃原価・収入の算定基準 （別紙２）一般乗合旅客自動車運送事業の運賃原価・収入の算定基準

第１ （略） 第１ （略）

第２．原価計算の対象地域等の単位及び原価計算期間 第２．原価計算の対象地域等の単位及び原価計算期間

１．原価計算の対象地域等の単位 １．原価計算の対象地域等の単位

（略） （略）

２．原価計算期間 ２．原価計算期間

実績年度は最新の実績年度１年間とし、運賃水準決定のための原価計算 運賃水準決定のための原価計算期間（平年度）は、申請事業年度の翌年度

期間（平年度）は、申請事業年度の翌年度１年間とする。 １年間とする。

第３．関連収益及び費用の配分 第３．関連収益及び費用の配分

（略） （略）

第４．標準原価 第４．標準原価

（略） （略）

第５．輸送需要及び輸送力の算定 第５．輸送需要及び輸送力の算定

（略） （略）

第６．原価の算定 第６．原価の算定

１．運賃原価の範囲 １．運賃原価の範囲

（略） （略）

２．要素別原価の算定 ２．要素別原価の算定

一般バスについては、当該ブロックの標準原価、標準原単位を用いて、 一般バスについては、当該ブロックの標準原価、標準原単位を用いて、以



以下の基準により算定する。ただし、離島又は過疎地域等を運賃設定地域 下の基準により算定する。ただし、離島又は過疎地域等を運賃設定地域等と

等とする場合であって、経営実態等から当該ブロックの標準原価、標準原 する場合であって、経営実態等から当該ブロックの標準原価、標準原単位を

単位を用いることが適当ではないと認められる場合は、実際原価を基礎に 用いることが適当ではないと認められる場合は、実際原価を基礎に算定する

算定するものとする。また、限定バス（それぞれ「一般乗合旅客自動車運 ものとする。また、限定バス（それぞれ「一般乗合旅客自動車運送事業の運

送事業の運賃及び料金の制度について」（平成１３年１２月５日国自旅第１ 賃及び料金の制度について」（平成１３年１２月５日国自旅第１１８号）に

１８号）に定めるところによる。以下同じ。）については、原則として実際 定めるところによる。以下同じ。）については、原則として実際原価を基礎

原価を基礎に以下の基準を準用して算定するものとする。 に以下の基準を準用して算定するものとする。

(1) 人件費 (1) 人件費
人件費は、給与、退職金、厚生費の合計額とし、次式により算定する。 人件費は、給与、退職金、厚生費の合計額とし、次式により算定する。

イ．給与 イ．給与

標準平均給与月額×標準増加率×平年度支給延人員 実績平均給与月額×標準増加率×平年度支給延人員

ただし、実績平均給与月額が標準平均給与月額の 110 ％を超える場合
又は 90 ％を下回る場合には、当該超える部分又は下回る部分の１／２を、
標準平均給与月額の 110％又は 90 ％の額に加算又は減算した額とする。

〔算定基礎〕 〔算定基礎〕

① 標準平均給与月額 ① 標準平均給与月額

（実績平均給与月額＋全産業平均給与月額）÷２ 当該ブロック給与支給総額÷総支給延人員

・実績平均給与月額

次式により算出する。

実績給与支給総額÷総支給延人員

・全産業平均給与月額

「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」の産業計（都道府県別・

企業規模別）における「きまって支給する現金給与額」と「年間

賞与その他特別給与額」を用いて算定する。

② 標準増加率 ② 標準増加率

翌年度 … 当該ブロックの平均増加率とする。 翌年度 … 当該ブロックの平均増加率とする。

平年度 … 運賃原価算定デフレーターにより算定する。 平年度 … 運賃原価算定デフレーターにより算定する。

③ 平年度支給延人員 ③ 平年度支給延人員

（総支給延人員＋算定支給延人員）÷２ 平年度実車走行キロ÷査定一人一ヶ月実車走行キロ

査定一人一ヶ月実車走行キロ

算定支給延人員は次式により算定する。 ・都市規模別補正（人口 20万人以上の都市に路線を有する場合）
実年間総労働時間÷全産業における月間平均労働時間 （都市規模別標準１人当り実車走行キロ＋実績１人当り実車走行

キロ）÷２

・実年間総労働時間 ・実働日車当たり使用人員による補正

人件費が発生する従業員の実年間総労働時間とし、休憩時間 実績実働日車当たり使用人員が標準実働日車当たり使用人員の

その他人件費が発生しない労務に係る労働時間は除く。 110 ％を超える場合又は 90 ％を下回る場合、当該超える部分又は
・全産業における月間平均労働時間 下回る部分の１／２を、標準実働日車当たり使用人員の 110 ％又は



「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」の産業計（都道府県 90％の人員に加算又は減算した人員とし、次式により算定する。
別・企業規模別）における「所定内実労働時間」と「超過実労 都市規模別補正後１人当たり実車走行キロ×実績実働日車当たり

働時間数」を用いて算定する。 使用人員÷補正実働日車当たり使用人員

ロ．退職金 ロ．退職金

（略） （略）

ハ．厚生費 ハ．厚生費

（略） （略）

(2)～(8) （略） (2)～(8) （略）

第７．収入の算定 第７．収入の算定

（略） （略）

第８．所要増収率及び改定運賃率の算定 第８．所要増収率及び改定運賃率の算定

（略） （略）

第９．料金の算定 第９．料金の算定

（略） （略）


